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【一般会計】 (単位：千円)

32,475,812 1,820,767 34,296,579

3,475,131 1,820,767 5,295,898

(項１)総務管理費 1,494,032 1,820,767 3,314,799 財政調整基金費 1,800,000

庁舎維持管理費 20,767

(項３)徴税費 1,981,099 0 1,981,099

1,765,790 0 1,765,790

(項１)保健衛生費 1,675,320 0 1,675,320

(項２)環境衛生費 90,470 0 90,470

480 0 480

(項１)商工費 480 0 480

5,331,172 0 5,331,172

(項５)都市計画費 5,331,172 0 5,331,172

21,803,239 0 21,803,239

(項１)公債費 21,803,239 0 21,803,239

100,000 0 100,000

(項１)予備費 100,000 0 100,000

【駐車場事業特別会計】 (単位：千円)

308,845 11,000 319,845

308,845 11,000 319,845

(項１)駐車場管理費 308,845 11,000 319,845 駐車場管理費 11,000

駐車場事業特別会計合計

(款１)駐車場費

(款7)商工費

区分 
補正前の額 今回補正額 補正後の額 備考

予算科目(款･項）

(款１３)予備費

１ 令和７年９月　財務部補正予算（案）総括表

区分 

補正前の額 今回補正額 補正後の額 備考

予算科目(款・項）

財 務 部 合 計

(款２)総務費

(款４)衛生費

(款８)土木費

(款１２)公債費
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【財政調整基金費】 

 

 ２ 財政調整基金の積立について 

［財政課］  

 

 

  (1) 補正額         １，８００，０００千円 

 

財源内訳 一般財源  １，８００，０００千円 

 

 

  (2) 補正の目的 

地方財政法の規定に基づき、令和６年度の一般会計決算剰余金のう 

ち、１，８００，０００千円を財政調整基金に積み立てる。 

 

  (3) 財政調整基金の状況 

                            （単位：千円） 

令和６年度

末現在高 

令和７年度 

現計予算 

積立額 

現計予算 

取崩額 

９月補正 

積立額 

年度末 

現在高見込 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ+Ｂ-Ｃ+Ｄ 

9,862,776 105,243 0 1,800,000 11,768,019 
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【庁舎維持管理費】 

 

３ 公用車等のＮＨＫ受信料の支払いについて 

［管財課］  

 

(1) 補正額           ２０，７６７千円 

財源内訳 一般財源 ２０，７６７千円 

 

(2) 補正の目的 

カーナビゲーション付公用車等の一部において、ＮＨＫ受信料が未契

約となっていたことから、契約を締結し、未払い額を支払うもの。 

 

(3) 補正の内容 

  未契約台数及び未払い額（試算） 

区 分 台 数 金 額 

カーナビゲーション ９３台 １２，６２３千円 

テレビ ９台 １，９６５千円 

携帯電話 ６７台 ６，１７９千円 

合計 １６９台 ２０，７６７千円 

 
(4) 未契約となった原因 

ア 購入又はリースに当たり、カーナビゲーション及び携帯電話にテレ

ビ受信機能が搭載されていることを把握しておらず、ＮＨＫとの受信

契約が必要であると認識できなかったため。 

イ 受信機能のあるカーナビゲーション等について、個別の契約が必要

であるとの認識が不足していたため。 

 

(5) 今後の対応 

ア テレビ受信機能を搭載したカーナビゲーションのうち、支障のない

ものについては取り外しを行うなどの対応を検討する。 

イ カーナビゲーション及び携帯電話については、新規に導入する際、

テレビ受信機能が搭載されていない機種を選定する。 
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【駐車場事業特別会計 駐車場管理費】 

 

４ 市営桜町駐車場モルタル補修業務について 

［管財課］  

 

(1) 補正額                 １１，０００千円 

 

財源内訳 駐車場事業基金繰入金 １１，０００千円 

 

 

(2) 事業目的 

市営桜町駐車場の躯体となっている柱を覆うモルタルのひび割れによ

り、耐火性能を維持できないこと、また、柱内部への漏水により、柱を

覆っている耐火被覆モルタル片が剥落し、駐車している車両を破損させ

るおそれがあることから、早急に補修する。 

 

(3) 事業内容 

２階から７階までの柱を覆っている耐火被覆モルタルを補修する。 
   

 

  【補修箇所（一部抜粋）】 
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５ 健全化判断比率及び資金不足比率について 

［財政課］  

 

(1) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律の概要 

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」は、平成１９年６月に、

それまでの地方財政再建促進特別措置法による財政再建制度に代わるも

のとして制定されました。 

この法律では、地方公共団体に、毎年度、「実質赤字比率」等、４つ

の健全化判断比率及び資金不足比率を作成し、監査委員の審査に付した

上で、議会に報告するとともに、公表することを義務付けています。 

また、この健全化判断比率が「早期健全化基準」以上である場合は

「財政健全化計画」の策定を、「財政再生基準」以上である場合は「財

政再生計画」の策定を義務付ける等の措置を定めるとともに、資金不足

比率が「経営健全化基準」以上である場合は「経営健全化計画」の策定

を義務付ける等の措置を定めています。 

 

 

◎ 富山市の早期健全化基準・財政再生基準・経営健全化基準 （単位：％） 

区分 

健全化判断比率 
資金不足 

比  率 
実質赤字

比  率 

連結実質 

赤字比率 

実質公債費

比   率 

将来負担 

比  率 

早期健全化基準 11.25 16.25 25.0 350.0  

財政再生基準 20.00 30.00 35.0   

経営健全化基準     20.0 

  ※ 地方財政法の規定に基づき、実質公債費比率が「18.0%」以上となった   

場合、地方債発行の際に「協議制」から「許可制」に移行する。 
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(2) 健全化判断比率・資金不足比率算定における会計区分 

 

会計区分 会計名 比率の対象範囲 

富 
 

山 
 

市 

一
般
会
計
等 

一般会計 一般会計 

実
質
赤
字
比
率 

連
結
実
質
赤
字
比
率 

実
質
公
債
費
比
率 

将
来
負
担
比
率 

 

一般会計等に属する

特別会計 

公債管理特別会計  

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計  

まちなか診療所事業特別会計  

牛岳温泉健康センター事業特別会計  

軌道整備事業特別会計  

賃貸住宅・店舗事業特別会計  

公
営
事
業
会
計 

一般会計等以外の特別

会計のうち公営企業に

係る特別会計以外の特

別会計 

駐車場事業特別会計   

後期高齢者医療事業特別会計   

介護保険事業特別会計   

国民健康保険事業特別会計   

競輪事業特別会計   

 

公
営
企
業
会
計 

公営企業に係る

特別会計 

（地公企法を適

用する事業又は

地財令第 46 条

の事業） 

法
適
用
企
業 

水道事業会計  

資
金
不
足
比
率 

工業用水道事業会計  

公共下水道事業会計  

病院事業会計  

農業集落排水事業会計  

法
非
適
用
企
業  

企業団地造成事業特別会計  

牛岳温泉スキー場事業特別会計  

公設地方卸売市場事業特別会計  

一部事務組合 

   
土地開発公社等  
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(3) 健全化判断比率 

ア 実質赤字比率 

一般会計等の歳出に対する歳入の不足額である実質赤字額を、地

方公共団体の一般財源の標準的な規模を表す標準財政規模で除した

ものであり、赤字の程度を表す指標です。 

本市の令和６年度決算では、一般会計等において赤字となってい

る会計は無く、この指標は該当しません。 

 

イ 連結実質赤字比率 

一般会計等の実質赤字額に、公営事業会計の実質赤字額を加えた

額を、標準財政規模で除したものであり、当該自治体全体の赤字の

程度を表す指標です。 

本市の令和６年度決算では、全会計において赤字となっている会

計は無く、この指標は該当しません。 

 

ウ 実質公債費比率 

一般会計等の支出のうち、義務的に支出しなければならない経費

である公債費や公債費に準じた経費（公営企業債元利償還に係る繰

出金、一部事務組合等の起債の元利償還に係る補助金・負担金等）

を、標準財政規模を基本とした額で除したものの３か年間の平均値

で、公債費に係る財政負担の程度を表す指標です。 

本市の令和６年度決算における実質公債費比率は、「９．１％」

となっており、早期健全化基準である「２５．０％」を下回ってい

ます。 

 

エ 将来負担比率 

一般会計等が負担することになっている地方債残高や退職手当負

担見込額、ＰＦＩ事業に基づく建設事業費などの支払予定額等の将

来負担額を把握し、この将来負担額から負債の償還にあてることが

できる基金等を控除の上、標準財政規模を基本とした額で除したも

ので、将来的な財政負担の程度を表す指標です。 

本市の令和６年度決算における将来負担比率は、「７８．４％」

となっており、早期健全化基準である「３５０．０％」を下回って

います。 
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(4) 資金不足比率 

一般会計等の実質赤字にあたる公営企業会計における資金不足額につ

いて、公営企業の事業規模に対する比率で表したものであり、公営企業

における資金不足の程度を表す指標です。 

本市の令和６年度決算における資金不足比率については、対象となる

８会計のうち、資金不足額が発生している会計はありませんので、この

指標は該当しません。 

 

 

(5) 令和５年度との比較 

 

区分 
実質赤字 

比  率 

連結実質 

赤字比率 

実質公債費

比  率 

将来負担 

比  率 

資金不足 

比  率 

令和６年度 － － 9.1 78.4 
－ 

(いずれの会計も該当せず) 

令和５年度 － － 8.8 84.2 
－ 

(いずれの会計も該当せず) 

早期健全化 

基   準 
11.25 16.25 25.0 350.0 20.0（経営健全化基準） 
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